
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
第
五
十
条
関
係
）

帳

簿

の

種

類

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

先
物
取
引
日
記

一

商
品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

一

商
品
先
物
取
引
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
別
表
第
四

帳

二

上
場
商
品
構
成
物
品
又
は
上
場

に
従
い
作
成
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
作
成
し
な
い
こ
と

商
品
指
数

が
で
き
る
。

三

約
定
日
時

二

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
単
一
の
対
価
の
額
又
は
約

四

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

定
価
格
等
に
よ
る
競
売
買
の
方
法
に
よ
る
取
引
（
以
下

五

取
引
の
種
類

こ
の
表
に
お
い
て
「
板
寄
せ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
場

六

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ

七

数
量

と
。

三

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て



は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

新
規
又
は
決
済
の
別

(2)
四

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

新
規
又
は
決
済
の
別

(4)

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別

(5)
五

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て

は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び



権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別
の
記
載
を
要
し
な

い
。

先
物
取
引
受
渡

一

商
品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

一

商
品
先
物
取
引
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
別
表
第
四

計
算
帳

二

上
場
商
品
構
成
物
品

に
従
い
作
成
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
作
成
し
な
い
こ
と

三

限
月

が
で
き
る
。

四

約
定
日
時

二

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
板
寄
せ
取
引
の
場
合
に
あ

五

約
定
価
格
又
は
権
利
行
使
価
格

っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

六

受
渡
年
月
日

三

受
渡
数
量
に
つ
い
て
は
、
受
渡
し
の
別
ご
と
に
記
載

七

受
渡
数
量

す
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
百
十
三
条
関
係
）

帳

簿

の

種

類

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

注
文
伝
票

一

商
品
又
は
商
品
指
数

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち

二

自
己
又
は
受
託
の
別

、
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す



三

委
託
者
等
名

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

四

受
注
日
時

二

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成

五

約
定
日
時

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対

六

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

取
引
の
種
類

三

受
注
日
時
及
び
約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条

八

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

九

指
値
又
は
成
行
そ
の
他
注
文
の

受
注
年
月
日
及
び
約
定
年
月
日
を
記
載
す
れ
ば
足
り

種
類
の
別

る
。

十

受
注
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合

四

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
単
一
の
対
価
の
額
又
は
約

に
あ
っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も

定
価
格
等
に
よ
る
競
売
買
の
方
法
に
よ
る
取
引
（
以
下

の
）

こ
の
表
に
お
い
て
「
板
寄
せ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
場

十
一

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ

合
に
あ
っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る

と
。



も
の
）

五

受
注
日
時
及
び
受
注
数
量
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
計

算
に
よ
る
取
引
の
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
商
品
市
場

に
お
け
る
取
引
及
び
外
国
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
注
日
時
及
び
発
注
数
量
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

六

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似

す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含

む
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

新
規
又
は
決
済
の
別

(2)



七

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場

に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
十

四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

新
規
又
は
決
済
の
別

(4)

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別

(5)

法
第
二
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

(6)
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容



八

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間

及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

九

指
値
又
は
成
行
そ
の
他
注
文
の
種
類
の
別
に
つ
い
て

は
、
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文

の
有
効
期
限
、
成
行
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
を
行

う
日
（
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
場
節

を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

十

取
引
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る

こ
と
。

十
一

電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
以
下
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
な
お
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
形
式
で
注
文
伝
票
を
作
成



で
き
る
も
の
と
す
る
。

受
注
（
自
己
の
計
算
に
よ
る
取
引
の
場
合
は
、
発

(1)
注
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
時
に
、

注
文
内
容
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

顧
客
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
速
や
か
に
回
答
で
き

(2)
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

入
力
さ
れ
た
注
文
内
容
の
控
え
を
作
成
し
、
及
び

(3)
保
存
す
る
こ
と
。

電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動

(4)
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

入
力
さ
れ
た
事
項
を
取
消
し
、
又
は
修
正
し
た
場

(5)
合
は
、
そ
の
取
消
し
又
は
修
正
の
記
録
が
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
る
こ
と
。



注
文
内
容
を
電
話
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
に

(6)
連
絡
す
る
場
合
、
電
子
計
算
機
の
稼
働
終
了
後
に
翌

日
の
注
文
を
受
託
す
る
場
合
、
災
害
等
に
よ
り
電
子

計
算
機
が
使
用
不
能
と
な
る
場
合
そ
の
他
受
注
と
同

時
に
電
子
計
算
機
に
直
接
入
力
し
て
作
成
す
る
こ
と

が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
受
注
時
に
手
書
き
で
注
文

伝
票
を
作
成
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
注
時
に
作
成

し
た
手
書
き
の
注
文
伝
票
と
そ
の
注
文
内
容
を
後
で

入
力
し
て
作
成
し
た
約
定
結
果
等
が
記
載
さ
れ
た
電

子
計
算
機
へ
の
直
接
入
力
に
よ
り
作
成
し
た
注
文
伝

票
を
併
せ
て
保
存
す
る
場
合
に
は
、
手
書
き
の
注
文

伝
票
に
追
記
す
る
必
要
は
な
い
。

十
二

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る



注
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

十
三

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い

て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及

び
権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別
の
記
載
を
要
し
な

い
。

十
四

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い

て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

十
五

商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
商
品
取

引
所
の
開
設
す
る
商
品
市
場
に
お
い
て
、
恒
常
的
に
売

付
け
又
は
買
付
け
の
気
配
を
提
示
す
る
会
員
等
が
、
当

該
気
配
と
し
て
行
う
注
文
に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。



十
六

商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
商
品
取

引
所
の
開
設
す
る
商
品
市
場
に
お
い
て
、
注
文
時
に
新

規
若
し
く
は
決
済
の
別
又
は
権
利
行
使
若
し
く
は
被
権

利
行
使
の
別
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
を
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

十
七

注
文
伝
票
は
日
付
順
に
つ
づ
り
込
ん
で
保
存
す
る

こ
と
。

商
品
デ
リ
バ
テ

一

商
品
又
は
商
品
指
数

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち

ィ
ブ
取
引
日
記

二

自
己
又
は
受
託
の
別

、
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す

帳

三

委
託
者
等
名

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

四

約
定
日
時

二

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成

五

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対



六

取
引
の
種
類

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

三

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号

八

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
年
月
日
を

っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

四

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
板
寄
せ
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

五

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似

す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含

む
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)



新
規
又
は
決
済
の
別

(2)
六

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場

に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
十

四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

新
規
又
は
決
済
の
別

(4)

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別

(5)

法
第
二
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

(6)
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り



成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容

七

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間

及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

八

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て

は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別
の
記
載
を
要
し
な

い
。

商
品
デ
リ
バ
テ

一

商
品
又
は
商
品
指
数

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち

ィ
ブ
取
引
勘
定

二

自
己
又
は
受
託
の
別

、
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す

元
帳

三

委
託
者
等
名

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

四

約
定
日
時

二

自
己
又
は
受
託
の
別
（
受
託
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

委
託
者
等
別
）
に
記
載
す
る
こ
と
。



六

取
引
の
種
類

三

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成

七

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対

八

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

四

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号

九

手
数
料
等

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
年
月
日
を

十

消
費
税
額

記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

十
一

入
出
金

五

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
板
寄
せ
取
引
の
場
合
に
あ

十
二

差
引
残
高

っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
三

取
引
証
拠
金
等
に
関
す
る
事

六

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

項

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似

す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含

む
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
限
月
を
記
載
す



る
こ
と
。

七

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場

に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
十

四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

法
第
二
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

(4)
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容

八

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第



六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間

及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

九

入
出
金
に
つ
い
て
は
、
現
金
又
は
有
価
証
券
の
別
、

そ
の
年
月
日
、
銘
柄
、
数
量
及
び
金
額
を
記
載
す
る
こ

と
。

十

差
引
残
高
に
つ
い
て
は
、
現
金
又
は
有
価
証
券
の
別

、
銘
柄
、
数
量
及
び
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
一

取
引
証
拠
金
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
現

金
又
は
有
価
証
券
の
別
、
受
入
年
月
日
又
は
返
却
年
月

日
、
銘
柄
、
数
量
及
び
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
二

委
託
者
等
別
に
取
引
経
過
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
三

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る

委
託
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
の
勘
定



元
帳
に
は
、
当
該
清
算
執
行
会
員
等
が
委
託
者
か
ら
直

接
受
領
し
た
手
数
料
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い

て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。
た
だ
し
、
委
託
者
か
ら
直
接
手
数
料
等
を
受
領

し
た
場
合
に
は
、
委
託
者
名
、
手
数
料
等
並
び
に
入
出

金
及
び
差
引
残
高
を
記
載
す
る
こ
と
。

商
品
デ
リ
バ
テ

一

帳
簿
の
作
成
日

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち

ィ
ブ
取
引
残
高

二

商
品
又
は
商
品
指
数

、
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す

帳

三

自
己
又
は
受
託
の
別

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

四

委
託
者
等
名

二

自
己
又
は
受
託
の
別
（
受
託
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五

約
定
日
時

委
託
者
等
別
）
に
記
載
す
る
こ
と
。

六

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

三

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成



七

取
引
の
種
類

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対

八

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

九

決
済
の
結
了
し
て
い
な
い
取
引

四

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号

に
係
る
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
年
月
日
を

に
あ
っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も

記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

の
）

五

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
板
寄
せ
取
引
の
場
合
に
あ

十

時
価
評
価
損
益
額

っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

十
一

取
引
証
拠
金
維
持
額

六

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

十
二

預
託
申
告
額

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似

す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含

む
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
限
月
を
記
載
す

る
こ
と
。



七

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場

に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
十

四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

法
第
二
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

(4)
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容

八

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間



及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

九

取
引
証
拠
金
維
持
額
に
つ
い
て
は
、
商
品
取
引
所
又

は
商
品
取
引
清
算
機
関
が
、
こ
れ
ら
の
者
が
定
め
る
規

則
に
よ
り
預
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
る
取
引
証
拠
金
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

十

預
託
申
告
額
に
つ
い
て
は
、
商
品
取
引
所
又
は
商
品

取
引
清
算
機
関
が
定
め
る
規
則
に
よ
り
会
員
等
又
は
清

算
参
加
者
が
こ
れ
ら
の
者
に
預
託
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
取
引
証
拠
金
の
額
を
記
載
す
る
こ

と
。

商
品
デ
リ
バ
テ

一

商
品

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち

ィ
ブ
取
引
受
渡

二

限
月

、
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す

計
算
帳

三

自
己
又
は
受
託
の
別

る
こ
と
を
要
し
な
い
。



四

委
託
者
等
名

二

商
品
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成
物
品
、
商
品
の

五

約
定
日
時

価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対
象
を
特
定
す
る

六

約
定
価
格
又
は
権
利
行
使
価
格

も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

受
渡
年
月
日

三

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号

八

受
渡
数
量

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
約
定
年
月
日
を

記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

四

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
板
寄
せ
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

五

受
渡
数
量
に
つ
い
て
は
、
受
渡
し
の
別
ご
と
に
記
載

す
る
こ
と
。

媒
介
又
は
代
理

一

媒
介
又
は
代
理
を
行
っ
た
年
月

法
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
媒

に
係
る
取
引
記

日

介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
。

録

二

委
託
者
等
名



三

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行

う
商
品
先
物
取
引
業
者
名

四

媒
介
又
は
代
理
の
別

五

媒
介
又
は
代
理
に
関
し
て
受
け

取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対

価
の
額

別
表
第
五
（
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
関
係
）

帳

簿

の

種

類

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

商
品
先
物
取
引

一

商
品
又
は
商
品
指
数

一

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成

仲
介
補
助
簿

二

所
属
商
品
先
物
取
引
業
者
の
商

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対

号
又
は
名
称

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

委
託
者
等
名

二

申
込
を
受
け
た
日
時
及
び
約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、

四

申
込
を
受
け
た
日
時

法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ



五

約
定
日
時

っ
て
は
、
申
込
を
受
け
た
年
月
日
及
び
約
定
年
月
日
を

六

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

七

取
引
の
種
類

三

約
定
日
時
に
つ
い
て
は
、
単
一
の
対
価
の
額
又
は
約

八

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

定
価
格
等
に
よ
る
競
売
買
の
方
法
に
よ
る
取
引
の
場
合

九

指
値
又
は
成
行
そ
の
他
注
文
の

に
あ
っ
て
は
、
約
定
日
及
び
場
節
を
記
載
す
る
こ
と
。

種
類
の
別

四

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一

十

申
込
を
受
け
た
数
量
（
数
量
が

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
数
量
に

す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含

準
ず
る
も
の
）

む
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

十
一

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

合
に
あ
っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る

項
を
記
載
す
る
こ
と
。

も
の
）

限
月

(1)

新
規
又
は
決
済
の
別

(2)



五

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
三
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場

に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
十

四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

限
月

(1)

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(2)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(3)

新
規
又
は
決
済
の
別

(4)

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別

(5)

法
第
二
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

(6)
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容



六

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間

及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

指
値
又
は
成
行
そ
の
他
注
文
の
種
類
の
別
に
つ
い
て

は
、
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文

の
有
効
期
限
、
成
行
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
を
行

う
日
（
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
場
節

を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

八

所
属
商
品
先
物
取
引
業
者
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、

所
属
商
品
先
物
取
引
業
者
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

九

商
品
先
物
取
引
仲
介
補
助
簿
は
日
付
順
に
記
載
し
て

保
存
す
る
こ
と
。

十

取
引
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る



こ
と
。

十
一

取
引
の
内
容
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
商
品
先

物
取
引
仲
介
業
者
が
知
り
得
た
事
項
に
つ
い
て
記
載
す

る
こ
と
。

十
二

電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
以
下
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
な
お
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
形
式
で
商
品
先
物
取
引
仲

介
補
助
簿
を
作
成
で
き
る
も
の
と
す
る
。

申
込
を
受
け
た
時
に
、
申
込
内
容
を
電
子
計
算
機

(1)
へ
入
力
す
る
こ
と
。

電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動

(2)
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

十
三

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る



注
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

十
四

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い

て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
を
所
属
商
品
先
物
取
引
業
者

と
す
る
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
は
、
新
規
又
は
決
済

の
別
及
び
権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別
の
記
載
を

要
し
な
い
。

十
五

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い

て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
を
所
属
商
品
先
物
取
引
業
者

と
す
る
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
は
、
作
成
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

十
六

商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
商
品
取

引
所
の
開
設
す
る
商
品
市
場
に
お
い
て
、
注
文
時
に
新

規
若
し
く
は
決
済
の
別
又
は
権
利
行
使
若
し
く
は
被
権



利
行
使
の
別
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

別
表
第
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
六
（
第
百
七
十
一
条
関
係
）

帳

簿

の

種

類

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

特
定
店
頭
商
品

一

商
品
又
は
商
品
指
数

一

商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

二

取
引
の
相
手
方

物
品
、
商
品
の
価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対

取
引
日
記
帳

三

約
定
年
月
日

象
を
特
定
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

四

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

二

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

五

取
引
の
種
類

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ

六

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ

限
月

(1)



っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

新
規
又
は
決
済
の
別

(2)
三

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(1)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(2)

新
規
又
は
決
済
の
別

(3)

権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
の
別

(4)

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す
る
こ
と
と
な

(5)
る
取
引
の
内
容

四

取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
十
四
項
第

六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
期
間

及
び
決
済
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。



特
定
店
頭
商
品

一

商
品

一

商
品
に
つ
い
て
は
、
上
場
商
品
構
成
物
品
、
商
品
の

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

二

限
月

価
格
の
公
表
主
体
そ
の
他
の
取
引
の
対
象
を
特
定
す
る

取
引
受
渡
計
算

三

取
引
の
相
手
方

も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

帳

四

約
定
年
月
日

二

受
渡
数
量
に
つ
い
て
は
、
受
渡
し
の
別
ご
と
に
記
載

五

約
定
価
格
又
は
権
利
行
使
価
格

す
る
こ
と
。

六

受
渡
年
月
日

七

受
渡
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
数
量
に
準
ず
る
も

の
）


